
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸部材と、該軸部材の外方に所定距離を隔てて配設された外筒部材を、それらの間に介装
された本体ゴム弾性体で連結する一方、該軸部材と該外筒部材の間に壁部の一部が該本体
ゴム弾性体で構成されて内部に非圧縮性流体が封入されることにより振動が入力される受
圧室を形成し、該受圧室における流体の流動作用に基づいて防振効果を得るようにした

流体封入式筒形マウントにおいて、
前記本体ゴム弾性体で構成された前記受圧室におけるマウント軸方向両側の側壁部の少な
くとも一方に、前記軸部材および前記外筒部材の少なくとも一方の側から該側壁部内に突
出する作用突部を設けて、該作用突部の先端面にマウント軸方向外方に向かって

実質的に傾斜する傾斜面を形成すると共に、該傾斜面の少なくとも一部
がマウント軸方向の投影で該受圧室に重なるようにしたことを特徴とする流体封入式筒形
マウント。
【請求項２】
前記受圧室が周方向に連続して形成されていると共に、前記作用突部が環状とされて、該
受圧室の前記側壁部において、前記傾斜面が周方向に連続して形成されている請求項１に
記載の流体封入式筒形マウント。
【請求項３】
前記軸部材と前記外筒部材の間が前記本体ゴム弾性体によって周方向に仕切られることに
より、それら軸部材と外筒部材の間において前記受圧室が周方向に部分的に位置して形成
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されていると共に、該受圧室が位置しない該軸部材と該外筒部材の間に非圧縮性流体が封
入された副液室が形成されており、振動入力時に該受圧室と該副液室を連通するオリフィ
ス流路を通じての流体流動が生ぜしめられるようになっている請求項１又は２に記載の流
体封入式筒形マウント。
【請求項４】
前記傾斜面を有する前記作用突部が配設された前記受圧室の側壁部が、マウント軸直角方
向の圧縮荷重の入力によって該受圧室の外方に向かって凸となる曲げ変形を生ずる形状と
されている請求項１乃至３の何れかに記載の流体封入式筒形マウント。
【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、防振ブッシュや防振マウント等として用いられる筒形マウントに係り、特に、
内部に封入された流体の流動作用に基づいて、マウント軸直角方向に入力される振動に対
する防振効果を発揮する流体封入式筒形マウントに関するものである。
【０００２】
【従来技術】
防振連結されるべき部材間に介装される防振装置の一種として、従来から、互いに所定距
離を隔てて同心的に若しくは偏心して配された軸金具と外筒金具を、それらの間に介装さ
れた本体ゴム弾性体で弾性的に連結せしめることによって、主として軸金具と外筒金具の
間に入力される軸直角方向の振動に対して防振効果が発揮されるようにした筒形マウント
が知られており、自動車用のサスペンションブッシュやエンジンマウント，デフマウント
，ボデーマウント等として、広く用いられている。また、近年では、より高度な防振性能
の要求に対処するために、軸金具と外筒金具の間に壁部の一部が本体ゴム弾性体で構成さ
れて内部に非圧縮性流体が封入されることにより振動が入力される受圧室を形成し、該受
圧室における流体の流動作用に基づいて防振効果を得るようにした流体封入式筒形マウン
トも、採用されている。
【０００３】
ところで、流体封入式筒形マウントでは、入力振動に対して流体の共振作用等の流動作用
に基づく防振効果が有効に発揮され得る領域が、本体ゴム弾性体のばね定数や流体流通路
の断面積および長さなどによって定まる比較的狭い周波数域に限られてしまう傾向がある
。そして、例えば、高周波数域の入力振動に対して、流体の流動作用による低動ばね効果
に基づく振動絶縁特性を得るためには、流体流路を大きくしたり、硬いばね特性のゴム材
料を採用するなどして、高周波数域にチューニングする必要がある。
【０００４】
ところが、流体流路を大きくするとマウントサイズが大型化してしまうために、マウント
配設スペースが制限される場合には難しく、しかもマウントサイズが大型化すると本体ゴ
ム弾性体の自由長が大きくなるために、結局、硬いばね特性のゴム材料を採用して、要求
される静的ばね定数を確保することが必要となる。
【０００５】
そして、硬いばね特性のゴム材料を採用すると、動ばね定数が大きくなって、全体として
防振性能が低下してしまい、特にチューニング周波数よりも低周波側の広い周波数域に亘
って動ばね定数の上昇が惹起されるのであり、それ故、例えば、５００Ｈｚ程度の高周波
数域に防振性能をチューニングした場合、それより低周波側の１００～４００Ｈｚ程度の
周波数域で、充分な振動絶縁効果を得ることが難しいという問題があったのである。
【０００６】
【解決課題】
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前記作用突部における前記傾斜面のマウント軸方向線に対する傾斜角度が、１０°～６０
°となるように設定されている請求項１乃至４の何れかに記載の流体封入式筒形マウント
。



ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決
課題とするところは、大幅なマウントサイズの大型化やゴム材料の硬度アップ等を伴うこ
となく、防振性能を高周波数域にチューニングした際の該チューニング周波数域よりも低
周波側の動ばね定数の上昇が有利に抑えられ得て、広い周波数域に亘って良好なる防振効
果を発揮せしめ得る、改良された構造の流体封入式筒形マウントを提供することにある。
【０００７】
【解決手段】
そして、このような課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、軸部材と、該軸部
材の外方に所定距離を隔てて配設された外筒部材を、それらの間に介装された本体ゴム弾
性体で連結する一方、該軸部材と該外筒部材の間に壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成
されて内部に非圧縮性流体が封入されることにより振動が入力される受圧室を形成し、該
受圧室における流体の流動作用に基づいて防振効果を得るようにした

流体封入式筒形マウントにおいて、前記本体ゴム弾性体で構
成された前記受圧室におけるマウント軸方向両側の側壁部の少なくとも一方に、前記軸部
材および前記外筒部材の少なくとも一方の側から該側壁部内に突出する作用突部を設けて
、該作用突部の先端面にマウント軸方向外方に向かって 実質的
に傾斜する傾斜面を形成すると共に、該傾斜面の少なくとも一部がマウント軸方向の投影
で該受圧室に重なるようにした流体封入式筒形マウントを、特徴とする。
【０００８】
このような請求項１に記載の発明に従う構造とされた流体封入式筒形マウントにおいては
、軸部材と外筒部材の間に入力される軸直角方向の振動荷重が、本体ゴム弾性体で構成さ
れた受圧室の軸方向側壁部に及ぼされた際に、作用突部の傾斜面によって、かかる側壁部
を外方に膨出変形させる分力が効果的に生ぜしめられることとなる。そして、この分力に
て、受圧室の軸方向側壁部における外方への膨出変形量が大きくされることにより、振動
入力時における受圧室の容積変化量ひいては流体流動量が減少せしめられて、流体流動マ
スが小さくなる結果、本体ゴム弾性体のばね特性を大幅に硬くしなくても、防振特性を高
周波数域へ有利にチューニングすることが可能となるのである。
【０００９】
従って、かかる流体封入式筒形マウントにおいては、防振特性を高周波数域にチューニン
グするに際しても、本体ゴム弾性体に対して低動ばね特性が有利に設定され得て、防振特
性のチューニング周波数よりも低周波側の広い周波数域に亘って、優れた防振性能が発揮
されるのである。
【００１０】
なお、傾斜面を形成する作用突部は、少なくとも本体ゴム弾性体よりも高剛性であれば良
く、金属製や合成樹脂製のもの等が、何れも採用され得る。また、傾斜面は、軸直角方向
の振動荷重の入力時に側壁部を外方に膨出変形させる分力を生ぜしめ得る形状であれば良
く、マウント軸方向断面において直線的な傾斜面の他、湾曲した傾斜面や凹凸のある傾斜
面であっても良い。
【００１１】
また、作用突部の突出先端面の全面を傾斜面とする必要もなく、例えば、作用突部におけ
る突出先端部の軸方向外側隅部を斜めに切り欠いて、突出先端面の一部を傾斜面とするこ
と等も可能である。
【００１２】
更にまた、作用突部における傾斜面は、受圧室におけるマウント軸方向両側の側壁部にお
いて、受圧室の全周に亘って形成されている必要はなく、受圧室の側壁部において部分的
に位置するように形成されていても良い。
【００１３】
なお、好ましくは、軸部材側から外筒部材側に向かって突出する作用突部が採用される。
このような作用突部の構成を採用すれば、マウント製作性の向上が図られ得る。
【００１４】
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また、好ましくは、作用突部における傾斜面が、受圧室のマウント軸方向両側の側壁部に
おいて、それぞれ、受圧室の全周に亘って形成されて、マウント軸方向で対向位置せしめ
られる。このような傾斜面の構成を採用すれば、軸直角方向の振動荷重の入力時に側壁部
を外方に膨出変形させる分力が一層有利に生ぜしめられ得る。
【００１５】
更にまた、好ましくは、作用突部における傾斜面の幅が、受圧室のマウント軸方向両側の
側壁部に対して、該側壁部のマウント軸方向寸法の１／５以上、より好ましくは１／３以
上となるように、設定される。また、好ましくは、作用突部における傾斜面のマウント軸
方向線に対する傾斜角度が、１０°～６０°、より好ましくは１５°～３５°となるよう
に、設定される。このような傾斜面の幅や傾斜角度に関する構成を採用すれば、軸直角方
向のマウントばね剛性を確保しつつ、軸直角方向の振動荷重の入力時に側壁部を外方に膨
出変形させる分力を有効に得ることが可能となる。
【００１６】
また一方、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明に従う構造とされた流体封入
式筒形マウントにおいて、前記受圧室を周方向に連続して形成すると共に、前記作用突部
を環状として、該受圧室の前記側壁部において、前記傾斜面を周方向に連続して形成せし
めたことを、特徴とする。
【００１７】
このような請求項２に記載の発明に従う構造とされた流体封入式筒形マウントにおいては
、複数の異なるマウント軸直角方向の振動入力時に、何れも、流体の流動作用に基づく防
振効果が有効に発揮されると共に、受圧室の側壁部が外方に膨出変形させられて、チュー
ニング周波数より低周波側の広い周波数域で有効な防振効果が発揮される。
【００１８】
また、特に、受圧室の断面積を周方向全周に亘って略一定とすれば、流体の流動作用に基
づく防振効果を一層有利に得ることが可能となると共に、何れのマウント軸直角方向の入
力振動に対しても、流体の流動作用に基づく一定の防振効果が有効に発揮され得ることと
なる。
【００１９】
また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明に従う構造とされた流体封
入式筒形マウントにおいて、前記軸部材と前記外筒部材の間が前記本体ゴム弾性体によっ
て周方向に仕切られることにより、それら軸部材と外筒部材の間において前記受圧室が周
方向に部分的に位置して形成されていると共に、該受圧室が位置しない該軸部材と該外筒
部材の間に非圧縮性流体が封入された副液室が形成されており、振動入力時に該受圧室と
該副液室を連通するオリフィス通路を通じての流体流動が生ぜしめられるようになってい
ることを、特徴とする。
【００２０】
このような請求項３に記載の発明に従う構造とされた流体封入式筒形マウントにおいては
、オリフィス通路を通じて流動せしめられる流体の流動作用に基づいて、例えば低周波振
動に対する防振効果を得ることも可能となる。その際、オリフィス通路の構造は、要求さ
れる防振特性に応じて、必要な通路長さや断面積が確保されるように、適当に設定される
こととなり、例えばマウント周方向に一周以上の長さでオリフィス通路を形成すること等
も可能である。また、受圧室を周方向に部分的に形成した場合には、高周波数域における
流体流動作用に基づく低動ばね効果が必ずしも明確に認識されない場合があるが、そのよ
うな場合でも、傾斜面による分力の作用で側壁部を外方に膨出変形させることによって発
揮される、前述の如き、広い周波数域に亘る低動ばね効果は、有効に発揮され得る。なお
、必ずしも限定されるものでないが、受圧室と副液室を連通するオリフィス通路は、一般
に、その内部を流動せしめられる流体の流動作用に基づく防振効果が発揮される周波数域
が、上記傾斜面による分力の作用に基づく低動ばね効果が発揮される周波数域よりも低周
波側となるように、チューニングされることとなる。
【００２１】
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なお、かかる請求項３に記載の発明において、前記副液室は、軸部材と外筒部材の間への
振動入力時に受圧室とは増減が逆となる内圧変動が及ぼされる構造であってもよく、或い
は壁部の一部が可撓性膜にて構成されて容積変化が容易に許容される構造であっても良い
。
【００２２】
また、請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３の何れかに記載の発明に従う構造とされ
た流体封入式筒形マウントにおいて、前記傾斜面を有する前記作用突部が配設された前記
受圧室の側壁部が、マウント軸直角方向の圧縮荷重の入力によって該受圧室の外方に向か
って凸となる曲げ変形を生ずる形状とされていることを、特徴とする。
【００２３】
このような請求項４に記載の発明に従う構造とされた流体封入式筒形マウントにおいては
、受圧室の側壁部それ自体でも、振動荷重の入力時に、該側壁部における外方への膨出変
形量が大きく確保される。そして、この側壁部自体の弾性変形特性が、傾斜面による分力
の作用と相加的に作用することによって、前述の如き、広い周波数域に亘る低動ばね効果
が一層有利に達成されて、より優れた防振効果が実現され得るのである。なお、側壁部に
おいて、マウント軸直角方向の圧縮荷重の入力によって受圧室の外方に向かって凸となる
曲げ変形を生ずる形状は、マウント軸直角方向の圧縮荷重によって曲げモーメントが生ぜ
しめられる形状であれば良く、例えば、側壁部の軸方向内面又は外面を、マウント縦断面
において受圧室外方に向かって湾曲した面形状をもって形成すること等によって、有利に
実現され得る。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を参
照しつつ、詳細に説明する。
【００２５】
先ず、図１及び図２には、本発明の第一の実施形態としての自動車用エンジンマウント１
０が、示されている。このエンジンマウント１０は、軸部材としての内筒金具１２と外筒
部材としての外筒金具１４が、互いに同一軸上で径方向に所定距離を隔てて配設されてお
り、これら内外筒金具１２，１４間に介装された本体ゴム弾性体１６によって弾性的に連
結されている。そして、内筒金具１２と外筒金具１４が、図示しない自動車のパワーユニ
ット側とボデー側の各一方にそれぞれ取り付けられることにより、かかるエンジンマウン
ト１０が、パワーユニットとボデーの間に介装されて、それらを防振連結せしめるように
なっている。
【００２６】
より詳細には、内筒金具１２は、厚肉の小径円筒形状を有している。また、内筒金具１２
には、図３及び図４にも示されているように、軸方向中央部分において径方向外方に突出
するストッパブロック１８が組み付けられている。このストッパブロック１８は、リング
状部２２から径方向外方に向かって突出する一対のストッパ部２４，２４が対向位置して
一体形成された構造とされており、リング状部２２の嵌着孔２０において、内筒金具１２
に外嵌固定されている。更にまた、内筒金具１２の軸方向両側部分には、それぞれ、突出
ブロック２６が組み付けられている。
【００２７】
かかる突出ブロック２６は、全体として円環形状を有しており、その中心孔２７において
、内筒金具１２に外嵌固定されることにより、この突出ブロック２６によって、内筒金具
１２の外周面から径方向外方に向かって所定高さで突出する作用突部が、周方向に連続し
て形成されている。また、突出ブロック２６，２６の突出先端部分は、何れも、軸方向外
側の隅部が斜めに切り欠かれた形状とされており、これらの切欠面が、それぞれ、内筒金
具１２の軸方向外方に向かってテーパ状に傾斜した傾斜面２８とされている。なお、本実
施形態では、突出ブロック２６の内筒金具１２からの突出高さは、ストッパ部２４の突出
高さよりも小さく設定されている。また、突出ブロック２６の傾斜面２８は、突出ブロッ
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ク２６の先端面の全幅の略２／３の範囲で、軸方向断面で略直線となる面形状をもって形
成されている。更にまた、かかる傾斜面２８の傾斜角度は、マウント要求特性等を考慮し
て決定されることとなり、例えば、本実施形態では、内筒金具１２の中心軸（マウント中
心軸）に対する傾斜角度：αが、１５°≦α≦３５°となるように設定されている。
【００２８】
また、ストッパブロック１８と突出ブロック２６，２６は、何れも、少なくとも本体ゴム
弾性体１６よりも硬質の剛性樹脂材料によって形成されている。そして、例えば、別途形
成した内筒金具１２をセットせしめた成形型内に樹脂材料を充填して、内筒金具１２の外
周面上で、それらストッパブロック１８と突出ブロック２６，２６を形成することにより
、その形成と同時に内筒金具１２に対して固定的に組み付けられている。
【００２９】
また一方、内筒金具１２の径方向外方には、同一軸上で径方向に所定距離を隔てて金属ス
リーブ３０が配設されている。この金属スリーブ３０は、大径の円筒形状を有しており、
軸方向中央部分には、一対の窓部３２，３２が、径方向に対向位置して設けられている。
換言すれば、かかる金属スリーブ３０は、同一軸上に所定距離を隔てて配設された一対の
円環状部３４，３４が、それらの軸方向対向面間に跨がって延びる一対の連結部３６，３
６によって相互に連結，一体化されており、一対の連結部３６，３６が径方向に対向位置
させられていることにより、それら連結部３６，３６の周方向両側間において一対の窓部
３２，３２が設けられた構造とされている。そして、これらの窓部３２，３２が、一対の
ストッパ部２４，２４の突出方向外方に位置せしめられるように、金属スリーブ３０が内
筒金具１２に対して位置決めされている。
【００３０】
そして、これら内筒金具１２と金属スリーブ３０の径方向対向面間に、本体ゴム弾性体１
６が介装されている。即ち、本体ゴム弾性体１６は、全体として大径の厚肉円筒形状を有
しており、その内周面に内筒金具１２が加硫接着されると共に、外周面に金属スリーブ３
０が加硫接着されることによって、それら内筒金具１２と金属スリーブ３０を有する一体
加硫成形品とされているのである。
【００３１】
また、本体ゴム弾性体１６には、軸方向中央部分において、周方向に連続して延びる幅広
凹溝形状のポケット部３８が形成されている。なお、このポケット部 は、金属スリー
ブ３０における窓部３２の開口幅と略同じ幅寸法を有しており、ポケット部 の形成部
分では、該ポケット部 を通じて外周面に開口している一方、ポケット部 が形成さ
れていない部分では、連結部３６で開口部が覆われたトンネル形状とされている。また、
ポケット部３８の内部には、ポケット部３８の底部から金属スリーブ３０の各窓部３２に
向かって、ストッパ部２４が所定高さで突出位置せしめられている。
【００３２】
更にまた、本体ゴム弾性体１６によって構成されて、ポケット部 の軸方向両側の壁部
を構成する側壁部４２，４２には、それぞれ、内筒金具１２側から径方向外方に向かって
突出する突出ブロック２６が、埋設状態で配設されている。ここにおいて、本実施形態で
は、突出ブロック２６の突出先端面だけでなく傾斜面２８も、その全面が、ポケット部

の底面４０よりも径方向外方に位置せしめられて、マウント軸方向の投影でポケット部
に重なるようにされている。また、本実施形態では、突出ブロック２６の傾斜面２８

における有効幅：ｂの側壁部４２の幅：Ｂに対する比：ｂ／Ｂが、略１／２となるように
、傾斜面２８の幅寸法が設定されている。
【００３３】
なお、突出ブロック２６の突出高さは、特に限定されるものでないが、余り高くすると側
壁部４２のばね剛性に与える影響が大きいことから、本実施形態では、突出ブロック２６
の突出高さが、側壁部４２の高さ寸法の略１／３となるように設定されている。
【００３４】
さらに、このような一体加硫成形品に対して、外筒金具１４が外挿されて、金属スリーブ
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３０の外周面に嵌着固定されている。この外筒金具１４は、薄肉の大径円筒形状を有して
おり、内周面には、略全面に亘って薄肉のシールゴム層４４が形成されて加硫接着されて
いる。そして、かかる外筒金具１４は、金属スリーブ３０に外挿されて、該金属スリーブ
３０に対して、絞り加工により嵌着固定されると共に、軸方向両端部がかしめ固定される
ことにより、固定的に組み付けられている。なお、外筒金具１４と金属スリーブ３０の嵌
着面は、シールゴム層４４が挟圧されて流体密にシールされている。
【００３５】
このように外筒金具１４が組み付けられることにより、金属スリーブ３０の窓部３２，３
２が流体密に覆蓋されて、ポケット部３８が密封されており、それによって、所定の非圧
縮性流体が封入された受圧室４６が、全体として円環形状をもって形成されている。なお
、封入流体としては、水やアルキレングリコール，ポリアルキレングリコール，シリコー
ン油等が何れも採用され得、特に本実施形態では、流体の共振作用に基づく防振効果が有
効に発揮されるように、粘度が０．１Ｐａ・ｓ以下の低粘性流体が好適に採用される。ま
た、非圧縮性流体の封入は、例えば、一体加硫成形品に対する外筒金具１４の組付けを非
圧縮性流体中で行うこと等によって、有利に為され得る。
【００３６】
このような構造とされたエンジンマウント１０においては、径方向の振動が入力されると
、内外筒金具１２，１４が相対的に偏心して受圧室４６の容積が周方向で相対的に変化せ
しめられることにより、受圧室４６内で流体の流動が生ぜしめられるのであり、以て、か
かる流体の共振作用等の流動作用に基づいて、防振効果が発揮されることとなる。また、
そこにおいて、本実施形態では、受圧室４６が周方向全周に亘って充分に大きな断面積を
もって形成されて、流体の流路断面積が有利に確保されていることから、流体の共振作用
に基づいて低動ばね効果が発揮される周波数域が充分に高周波数域にチューニングされ得
て、例えば、高速こもり音等の高周波振動に対する防振効果が極めて有効に発揮されるの
である。
【００３７】
また、径方向の振動入力時には、内外筒金具１２，１４間で、側壁部４２，４２に対して
径方向の荷重が入力されることとなり、圧縮変形せしめられる側壁部４２，４２間で受圧
室４６に内圧が生ぜしめられて、受圧室４６内での周方向の流体流動が惹起されることと
なるが、その際、側壁部４２に対する内周側の荷重作用面の一部が傾斜面２８によって構
成されていることから、軸方向外方に向かう分力が生じて、側壁部４２に対し、軸方向斜
め外方（傾斜面２８に垂直な方向）に向かって力が及ぼされることとなる。そのために、
側壁部４２に対して、軸方向外方への膨出変形が積極的に生ぜしめられるのであり、その
分、側壁部４２の径方向圧縮変形時における、該側壁部４２の受圧室４６内方への膨出変
形量が小さく抑えられる。
【００３８】
それ故、径方向の振動入力時に受圧室４６に生ぜしめられる容積変化乃至は内圧変動が小
さくなって流体流動量が減少し、流体マスの減少に伴ってチューニング周波数がより高周
波数域に有利に設定可能とされると共に、かかるチューニク周波数域よりも低い周波数域
の広い範囲に亘って、受圧室４６の内圧上昇等に伴う高動ばね現象が軽減乃至は防止され
て、低動ばね化による防振性能の向上が図られ得るのである。
【００３９】
しかも、傾斜面２８の分力作用により側壁部４２の受圧室４６内方への膨出変形量が抑え
られて、流体マスの減少により高周波数域へのチューニングが容易となることから、本体
ゴム弾性体１６自体のばね特性を軟らかく設定することが可能となるのであり、それによ
っても、広い周波数域に亘って低動ばね化による防振性能の向上が図られ得るのである。
【００４０】
また、かかるエンジンマウント１０においては、振動荷重の入力時に、傾斜面２８の分力
作用により側壁部４２の受圧室４６内方への膨出変形量が抑えられることによって、低動
ばね化が達成されるものであることから、静的ばね定数を有利に確保することが可能であ
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るといった利点もある。
【００４１】
なお、本実施形態では、特に大きな荷重が入力される径方向にストッパ部２４，２４が突
設されており、これらストッパ部２４，２４の外筒金具１４に対する当接によって、大荷
重入力時における内外筒金具１２，１４の相対的変位量や本体ゴム弾性体１６の弾性変形
量が制限されるようになっている。
【００４２】
次に、図５及び図６には、本発明の別の実施形態としてのエンジンマウント５０が、示さ
れている。なお、本実施形態では、前記第一の実施形態としてのエンジンマウント１０と
同様な構造とされた部材および部位について、それぞれ、図面中に、第一の実施形態と同
一の符号を付することにより、その詳細な説明を省略する。
【００４３】
すなわち、本実施形態としてのエンジンマウント５０にあっては、本体ゴム弾性体１６に
設けられたポケット部３８内において、内筒金具１２と金属スリーブ３０の径方向対向面
間を連結する一対の隔壁部５２，５２が、ストッパ部２４，２４の突出方向に直交する径
方向両側で軸方向に連続して、それぞれ、本体ゴム弾性体１６により一体形成されている
。要するに、これらの隔壁部５２，５２は、金属スリーブ３０における連結部３６，３６
と内筒金具１２との径方向対向面間に跨がって設けられており、これらの連結部３６，３
６によって、ポケット部３８の内部ひいては受圧室４６の内部が周方向に二分されること
により、それぞれストッパ部２４，２４の突出方向両側に位置して、内筒金具１２を挟ん
で径方向に対向位置せしめられた一対のポケット部３８ａ，３８ｂと一対の受圧室４６ａ
，４６ｂが形成されているのである。
【００４４】
また、金属スリーブ３０の連結部３６，３６は、それぞれ、径方向内方に凹陥されており
、以て、これらの連結部３６，３６によって、外周面上に開口して周方向に延び、両ポケ
ット部３８ａ，３８ｂの開口部の周方向端部間を相互に連通する溝状の凹部５４，５４が
形成されている。更に、各凹部５４には、本体ゴム弾性体１６がまわされて充填されてい
ると共に、この充填されたゴム弾性体に対して、凹部５４の軸方向中央部分を周方向に延
びる凹溝５６が形成されている。そして、これらの凹溝５６，５６が、外筒金具１４で覆
蓋されることによって、一対の受圧室４６ａ，４６ｂを相互に連通して、それら両受圧室
４６ａ，４６ｂ間での流体流動を許容するオリフィス通路５８が形成されている。
【００４５】
一方、内筒金具１２の軸方向両側に外嵌固定された突出ブロック２６は、図７及び図８に
も示されているように、径方向一方向で対向位置する両側部分６０，６０が一定幅でカッ
トされて突出高さが小さくされており、それらの突出高さが小さくされた部分が、隔壁部
５２，５２の形成部分に対応するように、周方向に位置決めされている。
【００４６】
このような構造とされたエンジンマウント５０においては、内外筒金具１２，１４間に径
方向の振動荷重が入力されると、各受圧室４６ａ，４６ｂ内での流体の流動作用に基づい
て高周波振動に対する低動ばね効果が発揮されると共に、各受圧室４６ａ，４６ｂの側壁
部４２の受圧室４６内方への膨出変形量が、突出ブロック２６の傾斜面２８の分力作用で
抑えられることにより、中乃至高周波数域の振動に対しても低動ばね化が図られることと
なり、以て、前記第一の実施形態におけるエンジンマウントと同様、広い周波数域の入力
振動に対して良好なる防振効果が発揮され得るのである。
【００４７】
しかも、内外筒金具１２，１４間に対して、受圧室４６ａ，４６ｂの対向方向に低周波大
振幅振動が入力されると、それら受圧室４６ａ，４６ｂ間で生ぜしめられる相対的な内圧
変動に基づいて、オリフィス通路５８，５８を通じての流体流動が生ぜしめられることと
なる。そして、これらのオリフィス通路５８，５８は、通路長さ：Ｌと通路断面積：Ａの
比（Ａ／Ｌ）が小さいことから、オリフィス通路５８，５８を通じて流動する流体の共振
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作用に基づいて、低周波振動に対して減衰効果等の有効な防振効果が発揮され得るのであ
る。
【００４８】
また、特に本実施形態では、隔壁部５２，５２の形成部位において、突出ブロック２６の
突出高さが低くされていることから、該突出ブロック２６の傾斜面２８によって受圧室４
６ａ，４６ｂの各側壁部４２に及ぼされる上述の如き分力作用は充分に確保しつつ、隔壁
部５２，５２を含む本体ゴム弾性体１６の体積が有利に確保され得て、応力集中等が軽減
乃至は防止されることにより、良好なる耐久性を得ることが出来るといった利点もある。
【００４９】
以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明は、上述の具体的記載や以下の
実施例の記載によって限定的に解釈されるものでなく、本発明は、当業者の知識に基づい
て種々なる変更，修正，改良等を加えた態様において実施され得るものであることは、言
うまでもない。
【００５０】
例えば、第一の実施形態におけるエンジンマウント１０では、金属スリーブ３０において
、連結部３６，３６を設けることなく、一対の円環状部３４，３４からなる分割体構造を
採用することも可能である。
【００５１】
また、第一及び第二の実施形態におけるエンジンマウント１０，５０において、ストッパ
ブロック１８は、必ずしも設ける必要はない。
【００５２】
また、第二の実施形態におけるエンジンマウント５０において、一方の受圧室４６ｂに代
えて、壁部の一部がダイヤフラム等からなる可撓性膜で構成されて容積変化が容易に許容
される平衡室を採用することも可能である。
【００５３】
また、第一及び第二の実施形態におけるエンジンマウント１０，５０において、内筒金具
１２または外筒金具１４に支持されて、受圧室４６内において振動入力方向に直交する方
向に広がる傘状部材を設けることにより、受圧室４６内に流体流路を積極的に形成せしめ
て、高周波振動に対する防振性能の更なる向上を図ること等も可能である。
【００５４】
また、第一及び第二の実施形態におけるエンジンマウント１０，５０において、突出ブロ
ック２６を内筒金具１２に一体形成することも可能である。
【００５５】
加えて、第一及び第二の実施形態では、低粘性流体を受圧室に封入せしめて、流体の共振
作用に基づいて防振効果を得るようにしたマウントについて説明したが、その他、高粘性
流体を受圧室に封入せしめて、流体のずり剪断応力等に基づいて防振効果を得るようにし
たマウントに対して本発明を適用することも可能である。
【００５６】
【実施例】
前記第一の実施形態として図１及び図２に示されたエンジンマウント１０と同一構造のマ
ウントを実施例として製作し、絶対ばね定数の周波数特性を実測した結果を、実施例とし
て、図９に示す。
【００５７】
なお、かかる実験は、内外筒金具１２，１４間に何等の初期荷重を及ぼすことなく、±０
．５ｍｍの振幅の振動を、内外筒金具１２，１４間におけるストッパ部２４，２４の突出
方向に入力することによって行った。
【００５８】
また、比較例として、突出ブロック２６，２６の突出先端面（外周面）の全面を軸方向に
広がる平坦面として、傾斜面２８が形成されていない構造のマウントを製作し、かかるマ
ウントについても、上記実施例と同じ実験を行った。その結果を、図９において、比較例
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として併せ示す。
【００５９】
かかる図９に示されているように、突出ブロック２６に傾斜面２８を形成した実施例のマ
ウントにおいては、傾斜面が形成されていない比較例のマウントに比して、流体の流動作
用に基づく防振効果のピークがより高周波数域（５００Ｈｚ以上）に設定されていると共
に、それよりも低周波側の広い周波数域（５０～５００Ｈｚ程度）に亘って、低動ばね化
が達成されている。そして、このことから、実施例のマウントにおける優れた防振性能が
明らかに認められる。
【００６０】
【発明の効果】
上述の説明から明らかなように、本発明に従う構造とされた流体封入式筒型マウントにお
いては、軸部材と外筒部材の間への振動荷重入力時に、作用突部の傾斜面における分力作
用により側壁部が軸方向外方に向かって積極的に膨出変形せしめられて、該側壁部の受圧
室内方への膨出変形量が抑えられることから、受圧室の内圧変動量乃至は流体流動量が低
減されるのであり、それによって、流体の流動作用に基づく低動ばね効果が有効に発揮さ
れる高周波域のチューニング点だけでなく、かかるチューニング点よりも低周波側の広い
周波数域に亘って動ばね定数が低減されて、優れた防振効果が発揮されるのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図であって、図
２におけるＩ－Ｉ断面に相当する図である。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】図１に示されたエンジンマウントを構成する組立部品図であって、図４における
ＩＩＩ　－ＩＩＩ　断面に相当する図である。
【図４】図３における左側面図である。
【図５】本発明の別の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図であって、図６
におけるＶ－Ｖ断面に相当する図である。
【図６】図５におけるＶＩ－ＶＩ断面図である。
【図７】図５に示されたエンジンマウントを構成する組立部品図であって、図８における
ＶＩＩ　－ＶＩＩ　断面に相当する図である。
【図８】図７における左側面図である。
【図９】本発明の実施例としてのマウントについて、絶対ばね定数の周波数特性を実測し
た結果を、比較例と共に示すグラフである。
【符号の説明】
１０，５０　エンジンマウント
１２　内筒金具
１４　外筒金具
１６　本体ゴム弾性体
２６　突出ブロック
２８　傾斜面
４２　側壁部
４６　受圧室
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(12) JP 3627397 B2 2005.3.9



フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭６２－１５８２３６（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０２－３００５３９（ＪＰ，Ａ）
              実開平０１－０９２５３６（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６２－２０２５５３（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              F16F 13/00-13/30

(13) JP 3627397 B2 2005.3.9


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

